
2021/11/25 学校教育部学校教育推進課 

いじめの認知に関する変遷について 

 

〇「いじめの定義」は時代とともに見直しが図られ、現定義は平成 25年「いじめ防止対策推進法」

によるものである。                              資料２ 

 

 

〇平成 27年 8月 17日付け 27初児生第 26号  

平成 26年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の一部見直しについ

て                                       

 ～要点抜粋～ 

 ・岩手県矢巾町での中学 2 年生の自殺した事案では、亡くなった生徒がアンケート調査でいじ

めを受けている旨を記載したものの、学校は人間関係上のトラブルとして捉え、しかもトラ

ブルは解決済みと判断し、結局いじめと捉えなかった。 

 ・全国的にいじめとして認知されず、組織的な対応がされていない事案があるのではないかと

懸念される。 

 ・児童生徒の 1000人当たりのいじめの認知件数について、都道府県間の差が極めて大きい。 

（平成 25年度分調査では最大約 83倍の差）                 （別添１） 

・見直しにあたっての留意点を踏まえ、平成２６年度のいじめの状況等について再度提出。 

 

 

  ＜見直しにあたっての留意点＞（要点を抜粋） 

（１）初期段階のいじめや、ごく短期間のうちに解消したいじめ事案（解消したからといって

いじめが発生しなかったことになるものではない）についても遺漏なく認知件数に計上す

ること。 

（２）対人関係のトラブルと捉えていた事例の中に、いじめと認知すべきものがあった可能性

を踏まえ、慎重に確認すること。 

（３）アンケート調査や個別面談等におけるいじめを受けた旨の申出は、重く受け止め、いじ

めの定義に従い適切に判断すること。 

（４）都道府県への抽出調査で使用した具体的な事例を参照し、校内で共通理解を形成した上

で、今回の再調査に当たること。 

（５）平成 26年度問題行動等調査「調査 3 平成 26年度における小学校及び中学校における

不登校の状況等」及び「調査Ⅳ 平成 26 年度における高等学校における長期欠席の状況

等」の｢不登校になったきっかけと考えられる状況｣において「いじめ」に計上した事案に

ついては、特段の事情がない限り、今回の見直しにおいて、全て「いじめ防止対策推進法

第 28条第 1項に規定する「重大事態」の発生件数」に計上すること。 

 

※この見直し以降、積極的ないじめ認知が図られ、年々いじめの認知件数は増加している。 

議題１　参考資料



                                       

〇平成 28年 3月 18日付け 27初児第 42号  

いじめの正確な認知に向けた教職員間での共通理解の形成及び新年度に向けた取り組みにつ

いて                                      

～要点抜粋～ 

・平成 26 年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」における児童生徒

1000 人当たりのいじめ認知件数は、都道府県間で差が 30 倍を超えるなど、実態を反映した

ものとは言い難い。 

 ・いじめを正確にもれなく認知することが、いじめの対応への第一歩である。 

 ・いじめ認知に関する教職員向けの資料を作成した。 

 ・いじめの認知件数が多いことは教職員の目が行き届いていることのあかし                

 

 

 ※この通知により、教職員間での共通理解が進み、軽微なからかい等もいじめとして認知する

学校が増え、認知件数も増加していく。                   資料３ 

 

 ※学校におけるいじめ認知の都道府県間の差は年々縮まっている。      資料４・５ 

 

 ※いじめ認知件数が多い県 2件は、重大事案の件数が全国平均より低い。積極的な認知により、

重大事態に至ることを防ぐことができているといえる。            資料６ 

  



（別添１）

順位 都道府県 認知件数(件） 1000人当たりの認知件数（件）

1 京 都 府 28,118 99.8
2 鹿 児 島 県 14,240 72.0
3 宮 崎 県 9,452 71.5
4 宮 城 県 17,567 69.2
5 千 葉 県 20,446 31.2
6 大 分 県 3,496 27.1
7 和 歌 山 県 2,649 23.7
8 山 梨 県 2,254 22.4
9 山 形 県 2,712 21.4
10 熊 本 県 3,925 19.1
11 茨 城 県 4,706 13.7
12 愛 知 県 11,220 13.2
13 岐 阜 県 3,072 12.9
14 長 崎 県 1,955 12.1
15 静 岡 県 4,529 10.9
16 秋 田 県 1,115 10.6
17 福 井 県 855 9.2
18 栃 木 県 2,028 9.0
19 奈 良 県 1,298 8.2
20 東 京 都 10,073 8.1
21 神 奈 川 県 7,297 7.8
22 石 川 県 1,014 7.8
23 滋 賀 県 1,331 7.8
24 徳 島 県 578 7.1
25 高 知 県 540 6.9
26 青 森 県 968 6.6
27 北 海 道 3,669 6.5
28 岩 手 県 849 6.0
29 長 野 県 1,455 5.9
30 三 重 県 1,255 5.9
31 山 口 県 894 5.9
32 群 馬 県 1,307 5.8
33 富 山 県 686 5.8
34 新 潟 県 1,394 5.5
35 大 阪 府 5,021 5.2
36 兵 庫 県 2,829 4.6
37 岡 山 県 1,023 4.6
38 島 根 県 344 4.4
39 愛 媛 県 682 4.4
40 埼 玉 県 2,907 3.8
41 広 島 県 1,126 3.6
42 沖 縄 県 560 2.8
43 福 岡 県 1,441 2.6
44 鳥 取 県 157 2.4
45 香 川 県 270 2.4
46 佐 賀 県 238 2.3
47 福 島 県 258 1.2

185,803 13.4

平成２５年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より

平成２５年度　都道府県別 いじめの認知件数（国公私立）

合 計

 



資料 2 「令和 3年度いじめ問題理解機関研修」（鈴木慰人）講義資料より 

 

 

資料 3 「令和 3年度いじめ問題理解機関研修」（鈴木慰人）講義資料より 

 



資料 4 「令和 3年度いじめ問題理解機関研修」（鈴木慰人）講義資料より 

 

資料 5 「令和 3年度いじめ問題理解機関研修」（鈴木慰人）講義資料より 

 



資料 6 「令和 3年度いじめ問題理解機関研修」（鈴木慰人）講義資料より 

 


